
118 
 

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業 

難治性炎症性腸管障害に関する調査研究 

分担研究報告書（平成 26年度～平成 28年度） 
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役職 教授 

 

 研究要旨：回腸嚢炎の寛解の定義を検討し、既存の診断基準、難治の定義との齟齬のなきよう注意を

払い決定した。また、各種の回腸嚢炎診断基準、治療指針の改訂必要性について検討した。「臨床的寛

解」は、強力な治療＊を中止し、診断基準にあげた臨床症状が消失した状態を１ヶ月間以上継続した状

態を指す。内視鏡検査を施行した場合には、診断基準にあげた中等度以下の所見を認める状態とする。

（＊強力な治療とは、抗菌剤、プレドニゾロン、免疫調節剤、生物学的製剤、血球成分除去療法を指す。） 

さらに、回腸嚢炎治療指針の改訂について問題点を整理した。 
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A. 研究目的 

 班研究においては、回腸嚢炎に関連し内視鏡診

断アトラスの作成、診断基準、治療指針を策定し

順次改定を行ってきた。鈴木班では、「臨床的寛

解」の定義および今後の改訂作業の対象となる項

目について検討することを目的とした。 

 

B. 研究方法 

 班員および研究協力者などの専門家による

合意形成により寛解を定義した。 

（倫理面への配慮） 

症例の個人情報を扱うことはないため、とく

に倫理面での配慮は必要ないものと考えられ

た。 

 

C. 研究結果 

「臨床的寛解」の定義は、 

「強力な治療＊を中止し、診断基準にあげた臨床

症状が消失した状態を１ヶ月間以上継続した状

態を指す。内視鏡検査を施行した場合には、診断

基準にあげた中等度以下の所見を認める状態と

する。（＊強力な治療とは、抗菌剤、プレドニゾ

ロン、免疫調節剤、生物学的製剤、血球成分除去

療法を指す）」、とした。 

 回腸嚢炎の各種指針の問題点を列挙すると、 

回腸嚢炎の診断指針では、感染症合併例、

Secondary pouchitis の取り扱い、治療指針では

抗菌剤の投与期間、新規治療の位置づけなどが今

後の改訂作業のポイントと考えられた。 
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D. 考察 

平成 24 年度の業績週で報告しているが、難治例

の発生頻度は、全手術例の 5％程度であり、治療

に難渋する場合も少なくない。「臨床的寛解」明

確に定義することにより、治療内容や予後を的確

に評価できると考えられる。今後、抗菌剤依存性

あるいは抵抗性の症例に対して新しい治療法が

試みられるものと考えられるが、その際の治療効

果を比較検討する上で、「臨床的寛解」を明確に

定義することが重要である。一方、臨床現場を考

慮すると、「寛解状態」の判定に内視鏡検査を必

須とするのは現実的でない。一方、内視鏡検査は

病態の把握や治療効果の判定や治癒機転の解析

などには極めて重要と考えられる。従って、内視

鏡検査が寛解の判断に不可欠ではないが、積極的

に施行される状況が望ましいと考えられる。 

 また、各種指針の見直しは継続的に行う必要が

ある。 

 

E. 結論 

回腸嚢炎の「臨床的寛解」の定義を検討し、決

定した。必要性について検討し、継続的な改訂作

業が重要であると考えられた。 

 

F. 健康危険情報 

 なし 

 

G. 研究発表 

１.論文発表 

 なし（投稿準備中） 

２.学会発表 

 なし 
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